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。



衆
議
院
議
員
佐
々
木
憲
昭
君
提
出
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
事
業
計
画
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
の
①
、
二
、
三
の
②
及
び
四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
央
新
幹
線
は
、
全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四

十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
「
全
幹
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
新
幹
線
鉄
道
で
あ
り
、
そ
の
営
業
主
体
及

び
建
設
主
体
の
指
名
並
び
に
整
備
計
画
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
は
、
全
幹
法
第
十
四
条
の
二
の
規
定
に
基

づ
き
、
交
通
政
策
審
議
会
に
諮
問
を
行
っ
て
お
り
、
計
二
十
回
の
交
通
政
策
審
議
会
陸
上
交
通
分
科
会
鉄
道
部
会
中
央
新
幹

線
小
委
員
会
（
以
下
「
小
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
議
論
や
、
計
三
回
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経
た
上
で
、
平

成
二
十
三
年
五
月
に
、
同
審
議
会
か
ら
「
中
央
新
幹
線
の
営
業
主
体
及
び
建
設
主
体
の
指
名
並
び
に
整
備
計
画
の
決
定
に
つ

い
て
」
の
答
申
（
以
下
「
答
申
」
と
い
う
。
）
が
な
さ
れ
て
お
り
、
答
申
に
お
い
て
は
、
中
央
新
幹
線
の
整
備
に
つ
い
て
、

「
三
大
都
市
圏
間
の
高
速
か
つ
安
定
的
な
旅
客
輸
送
を
中
長
期
的
に
維
持
・
強
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
国
民
生
活
及
び
国
家

経
済
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
」
及
び
「
三
大
都
市
圏
間
以
外
の
沿
線
地
域
に
お
い
て
も
、
三
大
都
市
圏
と
の
ア
ク
セ

ス
利
便
性
を
向
上
さ
せ
、
・
・
・
地
域
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
答
申
に
お
い

て
、
中
央
新
幹
線
の
事
業
特
性
及
び
東
海
旅
客
鉄
道
株
式
会
社
（
以
下
「
Ｊ
Ｒ
東
海
」
と
い
う
。
）
の
事
業
遂
行
能
力
を
「

一



総
合
的
に
勘
案
し
、
東
京
・
大
阪
間
の
営
業
主
体
及
び
建
設
主
体
と
し
て
Ｊ
Ｒ
東
海
を
指
名
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
。
」

と
さ
れ
た
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
同
大
臣
は
、
全
幹
法
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
央
新
幹
線
の
営
業
主
体
及
び
建
設
主
体

と
し
て
Ｊ
Ｒ
東
海
を
指
名
す
る
と
と
も
に
、
全
幹
法
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
中
央
新
幹
線
の
建
設
に
関
す
る
整
備
計

画
」
を
決
定
し
、
全
幹
法
第
八
条
に
基
づ
き
、
Ｊ
Ｒ
東
海
に
対
し
、
中
央
新
幹
線
の
建
設
を
指
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
央
新
幹
線
に
係
る
Ｊ
Ｒ
東
海
の
財
務
的
な
観
点
か
ら
の
事
業
遂
行
能
力
の
検
証
に
つ
い
て
は
、
第
十
二
回
の
小
委
員
会

等
で
行
っ
て
お
り
、
小
委
員
会
の
配
付
資
料
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
。

一
の
②
に
つ
い
て

Ｊ
Ｒ
東
海
は
、
環
境
影
響
評
価
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号
）
に
基
づ
き
、
「
中
央
新
幹
線
（
東
京
都
・
名
古
屋
市

間
）
環
境
影
響
評
価
書
」
（
以
下
「
環
境
影
響
評
価
書
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。

三
の
①
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
全
幹
法
第
一
条
に
お
い
て
、
「
こ
の
法
律
は
、
高
速
輸
送
体
系
の
形
成
が
国
土
の
総
合
的
か
つ
普

遍
的
開
発
に
果
た
す
役
割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
新
幹
線
鉄
道
に
よ
る
全
国
的
な
鉄
道
網
の
整
備
を
図
り
、
も
つ
て
国
民

経
済
の
発
展
及
び
国
民
生
活
領
域
の
拡
大
並
び
に
地
域
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

二



五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
税
金
優
遇
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
中
央
新
幹
線
に
係
る
登
録
免
許
税
及

び
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
八
十
四
条
及
び
地
方
税
法
（

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
七
十
三
条
の
四
第
一
項
第
三
十
八
号
の
規
定
が
適
用
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
御
指
摘
の
「
リ
ニ
ア
技
術
開
発
に
対
す
る
国
庫
補
助
」
に
つ
い
て
は
、
超
電
導
磁
気
浮
上
式
鉄
道
（
以
下
「
超
電

導
リ
ニ
ア
」
と
い
う
。
）
を
鉄
道
シ
ス
テ
ム
と
し
て
実
用
化
す
る
た
め
の
総
合
的
な
技
術
開
発
の
支
援
を
目
的
と
し
て
、
平

成
二
年
度
以
降
の
予
算
に
お
い
て
、
約
五
百
四
十
三
億
円
を
計
上
し
て
い
る
。
御
指
摘
の
「
山
梨
実
験
線
へ
の
公
的
補
助
」

及
び
「
地
方
自
治
体
の
リ
ニ
ア
部
局
等
で
の
人
件
費
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な

い
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

六
に
つ
い
て

御
指
摘
の
環
境
大
臣
意
見
（
以
下
「
環
境
大
臣
意
見
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
御
指
摘
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
環
境
大
臣

意
見
を
勘
案
し
て
述
べ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
国
土
交
通
大
臣
の
意
見
を
勘
案
し
、
事
業
者
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
東
海
に
お
い
て
、
環

境
影
響
評
価
書
の
補
正
が
行
わ
れ
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
Ｊ
Ｒ
東
海
に
お
い
て
必
要
な
対
応
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
識
し
て
い

三



る
。ま

た
、
御
指
摘
の
「
矛
盾
し
た
記
述
が
見
ら
れ
る
。
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
後
の

温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
削
減
目
標
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
中
央
新
幹
線
（
東
京
都
・
名
古
屋
市
間
）
の
供
用
に
よ
る
我
が

国
の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
へ
の
影
響
に
つ
い
て
、
そ
の
供
用
開
始
時
期
も
踏
ま
え
つ
つ
、
勘
案
し
て
ま
い
り
た
い
。

七
の
①
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
を
想
定
し
た
地
震
対
策
に
つ
い
て
は
、国
土
交
通
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、

Ｊ
Ｒ
東
海
に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日
現
在
で
、
東
海
道
新
幹
線
で
は
、
高
架
橋
等
の
構
造
物
の
耐
震
対

策
は
お
お
む
ね
完
了
し
、
列
車
の
脱
線
等
を
防
止
す
る
対
策
を
平
成
三
十
一
年
度
ま
で
の
予
定
で
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
、
在
来
線
で
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
三
十
日
現
在
で
、
高
架
橋
等
の
耐
震
対
策
を
平
成
二
十
九
年
度
ま
で

の
予
定
で
実
施
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

お
尋
ね
の
南
海
ト
ラ
フ
地
震
を
想
定
し
た
津
波
対
策
に
つ
い
て
は
、
同
省
に
お
い
て
把
握
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
Ｊ
Ｒ

東
海
に
お
い
て
は
、
在
来
線
で
は
、
各
自
治
体
の
津
波
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
を
基
に
、
津
波
到
達
が
予
想
さ
れ
る
地
域
を
「
津

波
危
険
予
想
地
域
」
に
指
定
し
、
安
全
な
避
難
方
向
を
示
す
「
津
波
警
標
」
を
設
置
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
り
、
東
海
道

四



新
幹
線
で
は
、
「
津
波
危
険
予
想
地
域
」
は
指
定
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
中
央
新
幹
線
（
東
京
都
・
名
古
屋
市
間
）
の
開
業
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
九
年
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。

七
の
②
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
東
海
に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
補
償
の
要
否
を
含
め
検
討
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
認
識
し
て
い
る
。

七
の
③
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
昨
年
九
月
に
公
表
さ
れ
た
「
環
境
影
響
評
価
書
準
備
書
」
の
段
階
で
は
、
環
境
省
の
見
解
を
受
け
ら
れ
た
」

及
び
「
リ
ニ
ア
新
幹
線
に
か
か
る
電
磁
波
問
題
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
超
電
導
リ
ニ
ア

に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
鉄
道
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第

百
五
十
一
号
）
等
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。

五


